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【参考資料】 

低炭素技術を輸出するための人材育成支援事業費補助金に関する 

jGrants での申請における入力項目について 

（令和２年１月１７日版） 

 

jGrants より、低炭素技術を輸出するための人材育成支援事業費補助金を申請する際は、以下を

ご確認いただき、入力やファイル添付を行ってください。 

 

（１）「事業者情報」、「代表者」、「会社概要」、「連絡先」について 

各項目に所定の事項を入力してください。 

 

（２）「財務情報」について 

・各項目に所定の事項を入力してください。 

・「その他の財務情報」の部分に、申請者の直近一年分の財務諸表の電子媒体（PDF ファイル）

を添付してください。 

 

（３）「事業情報」について 

 ①事業の名称 

  「令和２年度低炭素技術を輸出するための人材育成支援事業（低炭素技術輸出促進人材育成

支援事業）」と入力してください。 

 ②事業で取組む業種 

  プルダウンより「製造業」を選択してください。 

 ③事業の目的及び内容 

  ・事業の実施方法について入力してください。 

  ・または、入力内容を「（様式２）提案書」にてまとめて記載していただくことでも結構です。 

その場合、jGrants の入力欄には「（様式２）提案書に記載のとおり」と入力してください。 

以下（５）その他書類の②を参考ください。 

 ④事業の効果 

  ・事業の効果について入力してください。 

  ・または、入力内容を「（様式２）提案書」にてまとめて記載していただくことでも結構です。 

その場合、jGrants の入力欄には「（様式２）提案書に記載のとおり」と入力してください。 

以下（５）その他書類の②を参考ください。 

 ⑤補助裏の負担者、負担額、負担方法 

  ・補助事業の事業費総額に対して、補助金によって賄われる部分以外の部分（補助裏）につい

て、想定する負担者、負担額、負担方法について入力してください。 

  ・または、入力内容を「（様式２）提案書」にてまとめて記載していただくことでも結構です。 

その場合、jGrants の入力欄には「（様式２）提案書に記載のとおり」と入力してください。 

以下（５）その他書類の②を参考ください。 
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 ⑥事業によって生じる収入金に関する事項 

・事業の実施にあたり収入金が生じることを想定している場合、収入の内容、金額、取扱等に

ついて入力してください。 

  ・または、入力内容を「（様式２）提案書」にてまとめて記載していただくことでも結構です。 

その場合、jGrants の入力欄には「（様式２）提案書に記載のとおり」と入力してください。 

以下（５）その他書類の②を参考ください。 

 

（４）事業情報その他 

 ①実施スケジュール 

  ・事業の実施スケジュールについて入力してください。 

  ・または、入力内容を「（様式２）提案書」にてまとめて記載していただくことでも結構です。 

その場合、jGrants の入力欄には「（様式２）提案書に記載のとおり」と入力してください。 

以下（５）その他書類の②を参考ください。 

 ②実施体制 

  ・事業の実施体制について入力してください。 

  ・または、入力内容を「（様式２）提案書」にてまとめて記載していただくことでも結構です。 

その場合、jGrants の入力欄には「（様式２）提案書に記載のとおり」と入力してください。 

以下（５）その他書類の②を参考ください。 

 ③事業実績 

・類似事業の実績について入力してください。 

  ・または、入力内容を「（様式２）提案書」にてまとめて記載していただくことでも結構です。 

その場合、jGrants の入力欄には「（様式２）提案書に記載のとおり」と入力してください。 

以下（５）その他書類の②を参考ください。 

 

（５）その他書類 

以下①～④の PDF ファイル（①、②はテキストが読み取れる形式として保存のこと）を添付して

ください。なお、添付可能なファイル数は最大５ファイルのため、④の「提案内容を補足するための

参考資料（任意）」を添付する場合は、ファイル数が５ファイルにおさまるように注意してください。 

①（様式１）申請書 

 ・申請者や連絡担当窓口の情報を記載してください。 

②（様式２）提案書 

 ・上記（３）、（４）の説明内容のボリュームが多く、説明中に図表を多く取り入れるなどの場合

は、「様式２ 提案書」として１つのファイルに全ての説明事項を集約して提出いただくことでも

結構です。 

 ・様式２の１．～８．の項目について必要な情報を記載してください。 

※1 jGrants 上の入力項目と「（様式２）申請書」の項目の内容は同じですが、表示の順番は異なってい

ます。申請に必要な情報を「（様式２）申請書」にまとめて記載をする場合は、様式２の項目の順番ど

おりに記載してください。 
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   ※2 上記（３）、（４）の全ての項目の説明を jGrants 上に入力する場合、様式２の作成は不要ですが、

その場合は「全て jGrants に入力」などのファイル名を付した空の PDF ファイルを添付してください。 

③申請者の概要がわかる資料－会社概要 

・パンフレットなどの電子媒体。 

 ④提案内容を補足するために必要な参考資料（任意） 

   ・補足する参考資料がない場合は、「参考資料なし」などのファイル名を付した空の PDF ファイルを

添付してください。 

 

（６）事業の予定期間 

事業開始日は交付決定日となります。また、事業終了期限は２０２１年３月３１日となります。 

 

（７）経費に関する情報 

・各項目に所定の事項を入力してください。 

・「経費内訳 Excel」の部分に、（様式３）積算表の電子媒体（エクセルファイル）を添付してくださ

い。 

 ※上記（５）②により「（様式２）提案書」を提出する場合、jGrants 上の経費に関する情報の入力に係わら

ず、「（様式２）提案書－６．事業費総額（千円）」欄には必要な情報を記載してください。 

 

（８）その他 

 ・jGrants の入力項目に「必須」と表示されている欄は入力が必須となりますのでご注意ください。 

 ・申請に必要な様式１～３は、経済産業省の HP よりダウンロードしてください。 

  URL：https://www.meti.go.jp/information/publicoffer/kobo/2020/k200117007.html 
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2020年３月６日
技術・人材協力課

令和２年度
低炭素技術を輸出するための人材育成支援事業費補助金

【補助金申請システム（jGrants）】
電子申請マニュアル

～公募・交付申請～
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改訂履歴

No. 版 改訂内容 日付 改訂者

１ ２ 交付申請の追加 2020/3/6 技術・人材協力課
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目次

1. 申請準備

2. jGrantsへログインする

3. 公募申請

4. 公募申請 審査結果の確認

5. 交付申請

6. 交付申請 審査結果の確認

P.4

P.13
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P.34

P.37

P.53
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1. 申請準備

１

２

３

jGrantsで公募要領等を確認し、
必要書類をダウンロードする

gBizIDプライムを申請する

必要書類を準備する

（参考）
 補助金について事務局へ問い合わせたい場合
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1-1. gBizIDプライムを申請する

 補助金システムjGrantsを使用するためには、GビジネスID（法人共通認証基盤）への
事前登録が必要です。必要書類等を準備し、gBizIDプライムを作成してください。

 登録には2〜3週間程度が必要です。公募〆切に余裕をもって手続きを実施してください。

1. GビジネスIDとは
• 法人版マイナンバーである法人番号を活用し、1つのID・パスワードで様々な法人向け行政サービスにログイ
ンできるサービスです。

• 今後、補助金手続だけでなく、申請や届出等の手続でも同一のIDとパスワードで手続が行えるようになる予
定です。

2. jGrantsでの申請に必要なアカウントの種類
• GビジネスIDには3種類のアカウントがありますが、補助金の電子申請を行う場合は、「②gBizIDプライム」で
アカウントを作成してください。他の種類では、補助金の電子申請は実施できません。

① gBizIDエントリー
オンラインで即⽇作成可能なアカウント。

② gBizIDプライム
印鑑証明書（※）と登録印鑑で押印した申請書を運⽤センターに郵送し、審査のの
ち作成される、法⼈代表者、もしくは個⼈事業主のアカウント。

③ gBizIDメンバー
組織の従業員⽤のアカウントとして、gBizプライムの利⽤者が⾃⾝のマイページで
作成するアカウント。

※個⼈事業主は、印鑑登録証明書が必要です。

3. GビジネスIDの申請
• GビジネスIDへの登録は下記のURLから実施してください。

TOPページ：https://gbiz-id.go.jp/top/
マニュアル： https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/QuickManual_Prime_Ver1.1.pdf

GビジネスIDの発行には、2~3週間かかりますので、申請期日に対して余裕を持って事前登録をお願いしま
す。

GビジネスIDの発行には、2~3週間かかりますので、申請期日に対して余裕を持って事前登録をお願いします。
GビジネスIDの発行が間に合わないことに伴う申請期日の猶予は想定してございませんので、ご注意ください。
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1-1. gBizIDプライムを申請する

GビジネスIDのトップページ（https://gbiz-id.go.jp/top/）にアクセスし、gBizIDプラ
イム作成を押下します。

gBizIDプライム申請書作成画面が表示されるので、必要事項を入力して申請を行います。
詳しい申請方法については、マニュアルを参照してください。(トップページからも参照可能）
https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/QuickManual_Prime_Ver1.1.pdf

※マニュアルは、下記のように「マニュアル」→「利用者向けマニュアル」→「GビズIDクイックマニュアルgBizIDプライム
編」からも参照できます。

手順1

手順2
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1-2. jGrantsで公募要領等を確認し、必要書類をダウンロードする

トップページの「補助金の一覧を見る」を押下します。手順2
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1-3.必要な書類を準備する

ダウンロードした募集要領・様式のファイルをもとに必要な書類を作成します。

No. 書類名 様式ファイル 必須/任意

1 申請書 様式１ 必須

2 提案書 様式２ 必須
※提案内容の全項目を
jGrants上で入力する場
合は作成不要ですが、その
場合は所定欄に空のファイ
ルを添付していただく必要が
あります。

3 積算表 様式３ 必須

4 申請者の概要がわかる資料
（ア）会社概要
（イ）直近一年分の財務諸表

- 必須

5 提案内容を補足するための必要な参考資料 - 任意
※補足する参考資料がな
い場合は、所定欄に空の
ファイルを添付していただく
必要があります。

手順1



応募にあたってのご不明点等は、電子メールまたはFAXにてお問い合わせ下さい。それ以外の
方法によるお問い合わせには回答いたしません。
お問い合わせの際は、件名（題名）を必ず「令和２年度低炭素技術を輸出するための人材育
成支援事業（低炭素技術輸出促進人材育成支援事業）」としてください。他の件名（題
名）ではお問い合わせに回答できない場合があります。
＜問い合わせ先＞
〒１００－８９０１ 東京都千代田区霞が関１－３－１
経済産業省 貿易経済協力局 技術・人材協力課
担当：井原
FAX：０３－３５０１－１９３７
E-mail：tech-co-op@meti.go.jp
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（参考）
 補助金について事務局へ問い合わせたい場合
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2. jGrantsへログインする

jGrantsへログインする１
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2. jGrantsへログインする

 システムの推奨環境をご確認のうえ、 gBizIDプライムを使用してシステムへログインし
てください。

手順1 jGrantsにアクセスし、トップページ画面右上の「ログイン」ボタンを押下し。
次に表示される画面で「GビジネスIDでログインする」を押下します。

jGrantsの動作環境は以下のとおりです。下記のブラウザの最新バージョンをご利用ください。
Windowsの場合： edge、chrome、firefox
macOSの場合 ： safari、chrome、firefox

IE（インターネットエクスプローラー）からもアクセスは可能ですが、画面が正しく出力されないなど円滑な使
用に支障が想定されます。動作環境に適したブラウザをインストールのうえ、操作をお願いします。

jGrantsのURL
https://jgrants.go.jp
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2.事業者専用画面へログインする

手順2 表示されたgBiz画面にメールアドレスとパスワードを入力し、ログインします。

GビジネスIDアカウ
ントに設定したメー
ルアドレスとGビジ
ネスIDのパスワード
を入力します。

「ログインボタン」を
押下します。

ログインすると、マイ
ページが表示され
ます。

※補助金申請等の手続を行っていない場合は、事業一覧に情報がありません。
補助金手続を行うことで、事業一覧に補助金ごとのステータス等が表示され、事業の
進捗状況等を確認・管理することが出来ます。
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3. 公募申請

公募申請

１

２

公募申請の流れ
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3-2.公募申請- 事業者情報 -

申請フォームに沿って必要情報を入力します。

GビジネスIDの
登録情報が反
映され、更新で
きません。
※内容に変更があ
る場合は、Gビジネ
スIDの申請サイト
から情報の変更し
てください。

この欄は最初か
ら入力されてい
ますので、特段
操作する必要は
ありません。

初回申請時は、
入力が必要です。

手順3

事業者情報 各項目に所定の事項を入力してください。
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3-2.公募申請- 連絡先 -

申請フォームに沿って必要情報を入力します。手順3

連絡先

GビジネスIDで管理して
いない項目のため、設定
が必要です。

不明点や修正箇所が
生じた場合など、事務
局からの連絡が、ここで
登録いただいた宛先に
届くことがございます。
GビジネスIDの登録情
報が表示されますので、
GビジネスIDの登録情
報と本補助金のご担当
者が異なる場合は、本
補助金ご担当者へ内
容を変更してください。

各項目に所定の事項を入力してください。
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4. 公募申請 審査結果の確認

１ 公募申請審査結果の確認
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5. 交付申請

１

２

３

必要な書類を準備する

申請フォームに入力し、必要書類をアップロードする

交付申請
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5-1.必要な書類を準備する

交付申請に必要な書類を準備します。

No. 書類名 様式ファイル 提出要否

1 交付申請書 様式第１（別添の書
類を含む）

必須

２ 直近一年分の財務諸表 － 必須
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5-2.交付申請

申請フォームに沿って必要事項を入力します。
公募申請時に入力した項目は引き継がれます。手順2

事業情報その他

「特になし」と入力してくだ
さい。

各項目に所定事項を入力してください。
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公募申請時の情報が設定され
ます。

5-2.交付申請

申請フォームに沿って必要事項を入力します。
公募申請時に入力した項目は引き継がれます。申請書類は、再度アップロードしてください。手順2

事業の予定期間、経費に関する情報

事業開始日は交付決定
日となります。また、事業
終了期限は２０２１年
３月３１日となります。

「（様式第１）交付申
請書」に含まれる以下項
目について作成した資料
を、経費に関する情報と
して改めて１つのエクセ
ルファイルにおさめて添
付してください。
〇６．補助事業に要す

る経費、補助対象
経費及び補助金の
配分額

〇７．同上の金額の算
出基礎

各項目に所定事項を入力してください。
「経費内訳Excel」の部分に、「その他書類の（様式第１）交
付申請書」の６．と７．の資料を、エクセルファイルにより
改めて添付してください。
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6.交付申請 審査結果の確認

１ 交付申請 審査結果の確認







1

事業実施中の各種諸手続き
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改訂履歴

No. 版 改訂内容 日付 改訂者

1 1 計画変更の作成 2020.08.18 技術・人材協力課

1 ２ 概算払請求の追加 2020.11.24 技術・人材協力課
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目次

1. 事業実施中の手続き

 申請取下げ

 計画変更

 概算払請求

 状況報告

 中止・廃止

 事故報告

 事業者変更申請

 年度末実績報告

2. 事務局からの通知確認

P.4

－

P.6

P.13

－

－

－

－

－

－
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事業実施中の手続き
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事業実施中の手続き

事業実施中には下記の手続きが実施可能です。
手続きの申請手順は概ね全て同様ですが、手続きごとに、必要書類および申請入力項目が異なります。

手続き 内容

申請取下げ やむを得ない事情等により採択された申請の取り消しを行う場合の手続き

計画変更
補助対象経費区分の配分額や事業内容を変更する場合に行う
手続き。

概算払請求
事業終了前に、事業実施に必要な額の支払を受けようとする
手続き。

状況報告 事務局から状況報告要求が届いたら行う手続き。

中止・廃止 やむを得ない事情等により事業の中止または廃止を行う場合の手続き。

事故報告
補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合や補
助事業の遂行が困難となった場合に行う手続き。

事業者変更申請 補助事業の実施を他の企業等に承継する場合に行う手続き。

年度末実績報告
補助事業の実施期間内に国の会計年度が終了したときに行う
手続き。

※本版では、計画変更、概算払請求について作成しています。
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計画変更

計画変更に必要な書類を用意します。手順1

No. 書類名 様式ファイル 必須/任意

1 計画変更承認申請書 様式第3 必須
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計画変更

必要事項の入力が完了したら、各手続きの申請画面の最下部の「プレビュー」ボタンを押
下します。手順5

プレビューを押しても次の画面に遷移しない場合、必須入力が未入力です。
未入力の箇所に下記のメッセージが表示されるので、該当箇所を確認して
ください。

必須項目が入力されているとプレビュー画面が表示されます。内容に問題がなければ、「保
存」ボタンを押下します。修正する場合は、「戻る」ボタンを押下します。手順6

保存：入力した内容が下書き保存されま
す
戻る：申請入力画面に戻ります

「保存」ボタンを押下しても、事務局には申請されていません。
後続の手順7の申請操作が行うことで申請されます。

最下部までスクロール

最下部までスクロール
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概算払請求

概算払請求に必要な書類を用意します。手順1

No. 書類名 様式ファイル 必須/任意

1 概算払請求書 様式第７ 必須












